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１【提出理由】

マラヤン・バンキング・ベルハッド（以下「当行」という。）のマレーシア証券取引所のメイン・

マーケットにおける第16回配当金再投資プラン（以下「第16回DRP」という。）に基づく当行の新規

普通株式の発行及び上場が、本邦以外の地域において開始されたため、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき、平成30年６月12日

付で臨時報告書を提出したが、当行の取締役会において、慎重な審議の結果、第16回DRPの実施を取

りやめる権利を行使することを決定し、平成30年７月２日にマレーシア証券取引所にて公表されたた

め、当該臨時報告書を取り下げるものである。

 

２【訂正事項】

平成30年６月12日提出の上記第16回DRPに関する臨時報告書全体を取り下げる。

 

以　上
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